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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十五条の四第一項及び特定

国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（平成二十八年法律

第四十三号）（以下「特措法」という。）第五条の規定に基づき、国立研究開発法人

物質・材料研究機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以

下「中長期目標」という。）を定める。 

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十五条の四第一項及び特定

国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（平成二十八年法律

第四十三号）（以下「特措法」という。）第五条の規定に基づき、国立研究開発法人

物質・材料研究機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中長期目標」とい

う。）を定める。 

 



次期中長期目標（案） 現行中長期目標 ※令和４年７月29日改正版 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

物質・材料科学技術は、新物質・新材料の発見、発明に象徴されるように科学技

術の発展と、それによるイノベーション創出を先導し、新たな時代を切り拓くエン

ジンとなるとともに、融合と連携を通して幅広い分野に波及することにより、国民

生活・社会を支える多様な技術の発展の基盤となるものである。また、国際競争が

激化する中で我が国の優位性を維持、強化するための鍵となるとともに、Society 

5.0 や低環境負荷な社会システムの実現などにおいて重要な役割を果たすことが期

待されている。 

機構は、我が国唯一の物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発

等の中核的機関としての役割を果たす国立研究開発法人として、科学技術の進展及

び社会の要請に的確に対応しつつ、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及

等に努める。また、我が国の科学技術・イノベーション振興に関する施策の基本方

針となる「第６期科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月26日閣議決

定）において、我が国が目指すべきSociety 5.0の未来社会像として示された「持

続可能性と強靱性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多

様な幸せ（well-being）を実現できる社会」の実現に向け、「総合知」を積極的に活

用し、新たな価値創出や社会・経済的な課題解決への取組において重要な役割を果

たす。更に、政府の「マテリアル革新力強化戦略」（令和３年４月27日統合イノベ

ーション戦略推進会議決定）において重要な柱として掲げられるデータ駆動型研究

開発の促進に向けて、マテリアル分野において世界最高レベルの研究開発基盤を有

している強みを活かし、社会実装、研究開発、産学連携、人材育成、研究設備・デ

ータ基盤共用を我が国の中核機関として総合的に推進していくことが求められて

いる。 

機構は、特措法に基づく特定国立研究開発法人として、科学技術・イノベーショ

ンの基盤となる世界最高水準の研究開発成果を生み出すことに加え、我が国のイノ

ベーションシステムを強力に牽引する中核機関となることが求められている。加え

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

物質・材料科学技術は、新物質・新材料の発見、発明に象徴されるように科学技

術の発展と、それによるイノベーション創出を先導し、新たな時代を切り拓くエン

ジンとなるとともに、融合と連携を通して幅広い分野に波及することにより、国民

生活・社会を支える多様な技術の発展の基盤となるものである。また、国際競争が

激化する中で我が国の優位性を維持、強化するための鍵となるとともに、地球環境

問題をはじめとした社会的課題の解決において重要な役割を果たすことが期待さ

れている。 

国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下「機構」という。）は、我が国唯一

の物質・材料研究分野における基礎研究及び基盤的研究開発の中核的機関としての

役割を果たす国立研究開発法人として、科学技術の進展及び社会の要請に的確に対

応しつつ、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及等に努め、経済・社会的

課題への対応や、「超スマート社会」の実現に向けた新たな価値創出への取り組み

など、我が国の科学技術政策の基本方針となる科学技術・イノベーション基本計画

等において掲げられている課題への取組において重要な役割を果たすとともに、新

たに策定された物質・材料分野に係る政府戦略を踏まえた研究開発等を推進するこ

とを通じて、我が国の経済活性化や国民の生活向上に貢献することが求められてい

る。 

また、機構は、特措法に基づく特定国立研究開発法人として、科学技術イノベー

ションの基盤となる世界最高水準の研究開発成果を生み出すことに加え、我が国の

イノベーションシステムを強力に牽引する中核機関となることが求められている。

加えて、文部科学大臣が、科学技術に関する革新的な知見が発見された場合等にお

いて、当該知見に関する研究開発その他の対応を迅速に行うために必要な措置を求

めた場合には、その求めに応じることとされている。 

このため、研究開発の実施に当たっては、機構自らの研究開発成果の最大化を図

ることはもとより、大学や産業界等との積極的な連携と協働を通して、社会に貢献



次期中長期目標（案） 現行中長期目標 ※令和４年７月29日改正版 

て、文部科学大臣が、科学技術に関する革新的な知見が発見された場合等において、

当該知見に関する研究開発その他の対応を迅速に行うために必要な措置をとるこ

とを求めた場合には、その求めに応じることとされている。このため、研究開発の

実施に当たっては、機構自らの研究開発成果の最大化を図ることはもとより、大学

や産業界等との積極的な連携と協働を通して、社会に貢献する技術シーズを絶え間

なく創出・育成し、産業界に橋渡しをすることで、シーズ創製から社会実装までの

研究進展の過程に幅広く対応するとともに、これまで蓄積してきた科学的知見を基

に、研究情報、研究人材、研究インフラが集積する世界的な研究開発拠点となるこ

とを目指し、我が国全体の物質・材料研究分野における研究開発成果の最大化に貢

献できるように取り組むものとする。 

また、機構は、他機関の取組・役割を踏まえつつ、研究開発等の特性（長期性、

不確実性、予見不可能性、専門性等）を踏まえ、国際的な視座に立って、法人の機

能の一層の向上を図る。また、柔軟かつ速度感ある運営に努め、経営資源を効果的

かつ効率的に活用し、機構が保有するポテンシャルを最大限に活用するため、理事

長のリーダーシップの下、国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究

開発課題を設定するとともに、柔軟かつ効率的に研究開発課題に取り組める研究体

制と内部統制を含めたマネジメント体制を強化するものとする。 

更に、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12 月 24 日閣議

決定）をはじめとする既往の閣議決定等に示された政府方針、物質・材料研究分野

をめぐる国内外の最新動向等の機構を取り巻く環境を踏まえ、「適正、効果的かつ効

率的な業務運営」という独立行政法人の業務運営の理念の下、「研究開発成果の最大

化」という国立研究開発法人の第一目的の達成に向け、不断の経営改革に取り組む

ものとする。 

以上により、機構は、マテリアル・イノベーションの継続的な推進力として、イ

ノベーションシステムの牽引役を果たすことを強く認識しつつ、その政策効果とし

て、優れた論文の創出、グローバル人材の輩出、技術シーズの創出、強力な知財確

する技術シーズを絶え間なく創出・育成し、産業界に橋渡しをすることで、シーズ

創製から社会実装までの研究進展の過程に幅広く対応するとともに、これまで蓄積

してきた科学的知見を基に、研究情報、研究人材、研究インフラが集積する世界的

な研究開発拠点となることを目指し、我が国全体の物質・材料研究分野における研

究開発成果の最大化に貢献できるように取り組むものとする。 

また、他機関の取組・役割を踏まえつつ、研究開発等の特性（長期性、不確実性、

予見不可能性、専門性等）を踏まえ、国際的な視座に立って、法人の機能の一層の

向上を図るとともに、柔軟かつ速度感ある運営に努め、経営資源を効果的かつ効率

的に活用し、機構が保有するポテンシャルを最大限に活用するため、理事長のリー

ダーシップの下、国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発課題

を設定するとともに、柔軟かつ効率的に研究開発課題に取り組める研究体制を構築

し、内部統制を含めたマネジメント体制を強化するものとする。 

さらに、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣

議決定）をはじめとする既往の閣議決定等に示された政府方針、物質・材料研究分

野をめぐる国内外の最新動向等の機構を取り巻く環境を踏まえ、「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」という独立行政法人の業務運営の理念の下、「研究開発成果

の最大化」という国立研究開発法人の第一目的の達成に向け、不断に経営改革に取

り組むものとする。 

以上により、機構は、マテリアル・イノベーションの継続的な推進力として、イ

ノベーション・ナショナルシステムの牽引役を果たすことを強く認識しつつ、その

政策効果として、優れた論文の創出、グローバル人材の輩出、技術シーズの創出、

強力な知財確保など目に見える形で科学技術、産業の両側面から我が国の国際競争

力の強化に貢献するものとする。 

上記を踏まえ、機構の新しい中長期目標を策定する。（別添）政策体系図 



次期中長期目標（案） 現行中長期目標 ※令和４年７月29日改正版 

保、共用研究設備やデータ基盤の全国研究者による活用など目に見える形で科学技

術、産業の両側面から我が国の国際競争力の強化に貢献するものとする。 

上記を踏まえ、機構の新しい中長期目標を策定する。（別添）政策体系図 

 

Ⅱ 中長期目標の期間 

 機構の当期の中長期目標の期間は、令和５年（2023年）４月１日から令和12年

（2030年）３月31日までの７年間とする。 

 

Ⅱ 中長期目標の期間 

 機構の当期の中長期目標の期間は、平成28年（2016年）4月1日から令和5年

（2023年）3月31日までの7年間とする。 

 

Ⅲ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

機構は、科学技術・イノベーション基本計画等の国家戦略の一翼を担う国立研究

開発法人として、また、イノベーションを強力に牽引する中核機関である特定国立

研究開発法人として、我が国のマテリアル革新力を強化し、研究開発の成果の最大

化等の質の向上に資するため、中長期的な視点の下で、世界最高水準の研究開発成

果を創出し、マテリアルを通じた社会変革につながり得るシーズを絶え間なく創製

する。また、スマートラボラトリを活用した研究の高速化・高効率化や、強力な材

料設計の手段となり得るデータ駆動型研究開発を強力に推進するなど、研究活動の

デジタル・トランスフォーメーション（研究DX）を更に推し進めるとともに、我が

国の大学等におけるマテリアル研究開発の過程で創出される良質なマテリアルデ

ータを収集・蓄積・利活用するためのデータ中核拠点の構築と運営に重点的に取り

組む。加えて、これらを支える、先駆的な研究組織・環境を構築するとともに、我

が国が強みを有するマテリアル分野におけるイノベーション創出を強力に推進す

る中核機関として、国内外から「人」、「モノ」、「資金」が集まる研究拠点の構築を

目指し、前期より実施している「革新的材料開発力強化プログラム（M-cubeプログ

ラム）」を基軸とし、マテリアル研究開発を先導する研究基盤の構築、グローバルに

活躍できる人材の育成、産学の積極的な連携・協働による成果の社会還元、研究活

動の発信力強化等を積極的に進める。更に、特措法第七条に基づく文部科学大臣か

Ⅲ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

機構は、科学技術・イノベーション基本計画等の国家戦略の一翼を担う研究開発

機関として、また、イノベーションを強力に牽引する中核機関である特定国立研究

開発法人として、我が国全体としての物質・材料研究の成果の最大化等の質の向上

に資するため、中長期的な視点の下で、世界最高水準の研究開発成果を創出し、社

会に貢献する技術シーズを絶え間なく創製する。また、このような研究開発を支え

る、先駆的な研究組織・環境を構築するとともに、研究成果の情報発信及び活用促

進、更には、物質・材料研究の中核的機関として先端研究基盤及びデータ基盤の整

備・運営、グローバルに活躍できる人材の育成等を積極的に進める。更に、特措法

第七条に基づく文部科学大臣からの措置要求があった場合には、当該要求に応じ

る。 

機構は、これらの業務を遂行するため、個々の研究プロジェクトの目的、目指す

べき成果、達成時期等を定め、公表になじまないものを除き公表するとともに、各

年度において適切なPDCA サイクルの実現に努め、研究の進め方や目標設定の妥当

性等について不断の見直しを行う。特に、研究開発にあっては、物質・材料研究分

野における現状の把握に努めた上で、研究マネジメント機能の強化を図り、機構に

求められる役割を常に確認しつつ、長期ビジョンを踏まえた研究内容の重点化を図

る。 
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らの措置要求があった場合には、当該要求に応じる。 

機構は、これらの業務を遂行するに当たり、各年度において適切な PDCA サイク

ルの実現に努め、研究の進め方や目標設定の妥当性等について不断の見直しを行

う。特に、研究開発にあっては、マテリアル分野における現状の把握に努めた上で、

研究マネジメント機能の強化を図り、機構に求められる役割を常に確認しつつ、長

期ビジョンを踏まえた研究内容の重点化を図る。また、マテリアル分野の研究開発

は我が国の産業競争力に大きく影響を及ぼすことから、研究開発、共同研究等の産

学連携等に当たっては、人材の確保や推進体制の構築、情報等のマネジメントを適

切に行い、国際交流を含めた研究交流の促進による研究力やイノベーション力の強

化を進めることと、経済安全保障を確保することを両立すべく、戦略的に取り組む。 

評価に当たっては、別添の評価軸を基本として評価する。 

 

評価に当たっては、別添の評価軸を基本として評価する。 

１．物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発 

機構は、現在直面している様々な社会課題の解決に資するため、マテリアル技

術・実装領域の観点からブレークスルーをもたらす有望な技術シーズを創出し、

社会実装につなげるための研究開発を戦略的に進める必要がある。加えて、デー

タ駆動型研究開発の推進に必要な基盤技術の構築や、Society 5.0の実現に向け

たインフラ技術など、未来社会の仕組みを大きく変革する可能性を秘めた革新技

術を生み出すための研究開発を推進していくことが重要である。 

このため、機構においては、1.1、1.2に示す通り、マテリアル研究開発の全体

像を俯瞰した上で、既存の研究拠点機能を活かしつつ研究領域を設置するものと

する。各研究領域においては、社会ニーズと機構におけるこれまでの研究の蓄積

を踏まえた研究内容の重点化を図るものとし、機構全体のみならず我が国全体と

しての研究開発成果の最大化を図るべく、領域間での連携にも留意して研究開発

を進めるものとする。 

各研究領域では、別紙に記載の目標の達成に向け、中長期計画において具体的

１．物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発 
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に実施する主要なプロジェクト研究と達成すべき技術目標を定め、戦略的かつ計

画的に研究開発を実施するものとする。これに加えて、将来の芽を創出するため

のシーズ育成研究の観点も視野に入れ、前述のプロジェクト研究と一体的に実施

するとともに、引き続き、公募型研究や産業界・大学等との連携・協働に取り組

む。 

更に、政府戦略や社会的要請等に基づき、重点的かつ領域横断的に実施すべき

研究開発については、上記の研究領域にとらわれない体制を柔軟に構築し、適切

な実施期間・評価体系を設定した上で、機動的に取り組むこととする。 

 

1.1 社会課題の解決に貢献するための研究開発 

 気候変動の影響による温暖化や自然災害に関する関心が国際的にも高まる

中、我が国においても2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すこ

とを宣言し、グリーン社会の実現を目指している。加えて、Society 5.0の実

現や国土強靱化も、我が国の持続的発展に不可欠である。 

このため、機構においては、これらの現在直面している様々な社会課題の解

決に資するため、マテリアル技術・実装領域の観点からブレークスルーをもた

らす有望な技術シーズを創出し、社会実装につなげるための研究開発を戦略的

に行うとともに、産業界や大学等とも協働したオープンイノベーションを推進

し、我が国全体の研究力の向上を図り、国際競争力の確保に貢献する。このた

め、エネルギー・環境材料、電子・光機能材料、磁性・スピントロニクス材料、

構造材料の研究領域に焦点を当て、重点的に研究開発を実施する。 

 

1.2 技術革新を生み出すための研究開発 

マテリアルは先端技術分野の発展に必要不可欠であり、マテリアル分野での

研究開発において世界を先導するような革新的な成果を創出し続けていくこ

とが、科学技術立国として我が国が激しい国際競争の中で生き残るために重要

1.1 重点研究開発領域における基礎研究及び基盤的研究開発 

機構は、エネルギー・資源等の安定的確保、自然災害や地球規模課題への

対応など科学技術・イノベーション基本計画等において国が取り組むべき課

題とされている事項への取組を通じて、物質・材料科学技術の側面から貢献

することが求められている。また、未来の産業創造と社会変革に向けた「超

スマート社会」実現への取組や、将来を見据えた未知なる課題への対応力を

強化するための基盤技術の蓄積も求められている。 

本中長期目標期間では、具体的課題をターゲットとした課題解決型のアプ

ローチと、20～30年先の産業創造や社会変革を見据えて新たな価値を創出す

る未来創生型のアプローチを組み合わせ、物質・材料研究の全体像を俯瞰し

た上で、機能性材料研究、構造材料研究、材料研究のための基盤技術のそれ

ぞれについて、既存の研究拠点機能を生かしつつ研究領域を設置するものと

する。各研究領域においては、社会ニーズと機構におけるこれまでの研究の

蓄積を踏まえた研究内容の重点化を図るものとし、機構全体のみならず我が

国全体としての研究開発成果の最大化を図るべく、領域間での連携にも留意

して研究開発を進めるものとする。 

機能性材料研究及び構造材料研究については、主として課題解決型アプロ
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である。そのためには、既存の枠組みや従来の研究手法等にとらわれることな

く、先導的で挑戦的な研究開発を行っていく必要がある。 

特に、マテリアルズ・インフォマティクスは、今後の研究開発の基盤となる

ものであり、従来の研究手法より飛躍的に研究効率を向上させ、研究DXを進

めるために必要不可欠な基盤技術である。また、ナノ材料や量子基盤技術は、

Society 5.0の実現に向けたインフラ技術を更に飛躍的に発展させる鍵となる

分野である。加えて、高分子・バイオ材料は、持続可能社会や健康長寿社会の

実現の観点から、次世代技術の継続的な創出が求められる分野である。これら

の技術分野は、未来社会の仕組みを大きく変革していく可能性を秘めている。 

機構においては、これらの取組による将来の技術革新に資するため、未来社

会を切り拓く新機能材料の開発、多元素系・複合系・準安定相といった未踏領

域の開拓、先進的な計測・解析技術やデータ駆動型等の革新的手法の開拓など

先導的な研究開発に取り組む。このため、機構が持つ強みを活かし、量子・ナ

ノ材料、高分子・バイオ材料、マテリアル基盤研究の研究領域に焦点を当て、

重点的に研究開発を実施する。 

 

ーチにより研究開発を推進するものとする。なお、機能性材料研究のうち既

存の研究拠点機能を有するエネルギー・環境材料と磁性・スピントロニクス

材料については、それぞれ個別の研究領域を設定して進めるものとする。 

材料研究のための基盤技術については、革新的な研究開発手法や先端的な

計測手法などの基盤的な研究開発を推進し、物質・材料科学技術全体を支え

るため、課題解決型アプローチに加え、未来創生型アプローチによる研究開

発手法等の開拓を目指すものとし、既存の拠点機能を生かしつつ、ナノ材料、

先端材料解析技術、情報統合型物質・材料研究の 3 領域を設定して進めるも

のとする。 

各研究領域では、将来の芽を創出するような探索型研究及び目的基礎研究

を実施するものとし、大学・産業界との連携や公募型研究にも取り組むもの

とする。また、関連する公的資金プロジェクトとの連携に努めるとともに、

民間資金の積極的な導入を図るものとする。加えて、クロスアポイントメン

ト制度等による人材交流の促進により大学・産業界との連携強化に努めるも

のとする。中でも、産学独の研究者が一同に会するオープンイノベーション

活動については、世界的な研究開発拠点の形成や研究情報の集約・発信、先

端インフラの共用、研究者・技術者人材の育成等に努めるとともに、システ

ム化・統合化により個別の材料・技術の付加価値を高めて産業界へと橋渡し

することで、有望な技術シーズの社会実装に努めるものとする。加えて、研

究環境等のデジタル化、リモート化を図り、スマートラボ化を推進するもの

とする。これらの取組を各研究領域の活動の中で一体的に実施することによ

り、迅速かつ効率的な研究・開発を実現するものとする。 

個々の研究領域に係る目標は別添のとおりであり、実施手法等は中長期計

画等で記載する。 
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２．マテリアル研究開発を先導する研究基盤の構築 

機構は、世界最高水準の研究成果の創出とその最大化を図り、イノベーション

を強力に牽引する中核機関として、政府戦略を踏まえ、高品質なマテリアルデー

タを収集・蓄積・利活用するためのデータ中核拠点の形成に重点的に取り組むと

ともに、先端研究施設・設備の整備及び共用促進、多様で優秀なマテリアル人材

の育成・確保等のマテリアル研究開発を先導する様々な活動に取り組む。 

 

３．中核的機関としての活動 

機構は、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を

総合的に行う我が国唯一の研究開発機関であり、また、世界最高水準の研究成果

の創出とその普及・活用の促進により、イノベーションを強力に牽引する中核機

関であることから、そのプレゼンスを国内外に対して示すとともに、自らの存在

価値を不断に高めていくことが重要である。そのため、国際情勢、技術動向、社

会的ニーズの変化等に柔軟に対応し、中核的機関が果たすべき責務を認識しつ

つ、先端研究基盤及びデータ基盤の整備・運営、国際的に卓越した研究者の積極

的採用・確保、グローバルに活躍できる人材育成等の活動に取り組む。 

 

2.1 マテリアルDXプラットフォーム構築のためのデータ中核拠点の形成 

科学技術・イノベーション基本計画やマテリアル革新力強化戦略に謳われて

いるデータ駆動型研究開発を推進し、我が国のマテリアル革新力の強化に貢献

するために、我が国全体として、データを収集・蓄積し、国内の産学の研究者

が利活用するための基盤となるマテリアルDXプラットフォームの構築が進め

られており、機構においては、当該プラットフォームの中核を担うデータ中核

拠点を構築し、我が国のマテリアル分野の研究DXを実現するための基盤整備

を計画的かつ着実に進め、運営を行う。 

データの収集・蓄積に当たっては、機構が有する世界最大級の材料データベ

ース MatNavi の更なる強化を図るとともに、先端研究を支える装置群から創

出される高品質データを蓄積するための基盤を構築する。また、文部科学省マ

テリアル先端リサーチインフラの枠組みの中で、機構は、センターハブとして

の中核的な役割を果たし、本事業が整備する全国の先端共用設備から創出され

たデータを一元的に収集・蓄積する。加えて、同省データ創出・活用型マテリ

アル研究開発プロジェクトの枠組みの中で、機構がデータ連携部会の中核機関

としての役割を果たし、本事業で創出されるデータ等のデジタル資産の共有・

3.1 施設及び設備並びにデータ基盤の共用 

さらに、データを基軸とした研究開発手法を全国の産学官の研究者が広く

活用することを可能とするため、マテリアルデータを持続的・効果的に創出・

蓄積・流通・利活用するための基盤（プラットフォーム）を構築する。これに

より、我が国全体のマテリアル革新力の強化に貢献する。 

なお、我が国の物質・材料科学技術全般の水準向上のために資産の有効活

用を意識した運用を行うための方策について中長期計画において定めるもの

とする。 
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利活用に貢献する取組を中心に、政府が進める戦略的なマテリアル研究開発プ

ロジェクト等において創出されるデータの共有・利活用に取り組む。 

これらのデータの利活用に当たっては、収集・蓄積された高品質データの共

用化を進めるとともに、データ駆動型研究開発のためのAI解析機能等を整備・

提供することでデータ利活用を推進する。その際、我が国の国際競争力の強化

の観点から、データ毎の特性に応じて共用範囲を適切に定めて運用することと

する。 

 

2.2 施設及び設備の共用 

 機構は、世界最先端のマテリアル研究開発を先導する中核機関として、先端

研究を支える装置群を共用化し整備・運用するとともに、装置のリモート化や

データ駆動型研究開発に利用可能な高品質データの収集と構造化により、革新

的なマテリアル研究開発に寄与する。また、最先端設備の運用及び高品質デー

タ取得のための技術者育成を推進する。 

 

3.1 施設及び設備並びにデータ基盤の共用 

機構は、我が国の物質・材料科学技術全般の水準向上に貢献するため、一般

の機関では導入が難しい先端的な研究施設及び設備を広く共用するととも

に、共用設備等を有する研究機関のネットワークのコーディネート役（ハブ

機能）を担い、各種の支援技術の更なる向上と共用機関間での共有化を行う

ものとする。また、研究施設及び設備を共用する際の多様な支援形態に対応

可能な研究者及び技術者の育成等にも貢献するものとする。 

 

2.3 マテリアル人材が集う国際的な拠点の形成 

 機構は、我が国のマテリアル研究開発を支える知識基盤の維持・発展に貢献

するため、世界最高水準の成果創出に向けて、優秀な研究者及び技術者を国内

外から獲得し、その養成と資質の向上に取り組む。機構では、世界中から優れ

た若手研究者等が集まるMGC（マテリアルズ・グローバルセンター）の構築を

進めてきたところ、引き続きこの人材ネットワークを強化するとともに、機構

が進めてきた研究環境のグローバル化や最先端研究設備等の強みを活かした

国際的なマテリアル研究の拠点としての取組を推進する。また、マテリアル研

究開発の多様な研究活動を支える高度な分析、加工等の専門能力を有する技術

者の養成と能力開発等に着実に取り組むものとする。加えて、大学・企業との

3.2 研究者・技術者の養成と資質の向上 

機構の研究者・技術者の養成と資質の向上は、我が国の物質・材料研究を支

える知識基盤の維持・発展の観点から重要である。 

経済活動や研究活動がグローバル化し、物質・材料研究においても激しい

国際競争が行われる中、機構は、研究者を世界に通用する人材へと計画的に

育成するものとする。また、次代の物質・材料研究を担う人材の育成に向け、

研究者の大学等への講師派遣等により、大学・大学院教育等の充実に貢献す

るとともに、多様な制度を活用して若手研究者を積極的に受け入れ、企業・大

学等において研究者等として貢献し得る人材を養成するものとする。さらに、

物質・材料科学技術の多様な研究活動を支える高度な分析、加工等の専門能
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人材交流及び国際的な頭脳循環を活用しながら、性別・国籍などそれぞれの属

性に応じて適切・有効な施策も実施し、人材育成の中核的な役割を果たすこと

で、国全体としての多様で優秀なマテリアル人材の育成・確保にも取り組む。 

 

力を有する技術者の養成と能力開発等に着実に取り組むものとする。これら

の取組の実施に当たってはクロスアポイントメント制度等を積極的に利用す

るものとし、具体的措置及びこれらの取組による効果を検証する方策は中長

期計画において定める。 

 

3.3 物質・材料研究に係る学術連携の構築 

世界的に頭脳循環が進み、優れた人材の獲得競争がますます熾烈となる中、

機構は、ボーダレスな研究環境の構築を進め、人材・研究の融合促進による研

究活動の活性化を図り、我が国の物質・材料研究分野での学術的活力を更に

高める役割を果たすものとする。そのため、機構は、これまで構築してきた研

究ネットワークを活用しつつ、国内の学術機関とも連携する形で更に発展さ

せ、機構を起点としたグローバルな物質・材料研究の連携を戦略的に推進し、

併せて国際的に卓越した能力を有する人材を含む各国の優秀な人材を確保す

るものとする。  

 

３．多様な形態での連携構築及び研究成果の社会還元 

機構は、アカデミアと産業界との架け橋となる多様な連携形態に基づく産学官

共創の場を構築しつつ、産業界との様々な連携スキームを活用した技術移転等を

通じて、機構で創出された研究成果の社会還元につなげていく。 

 

 

3.1 物質・材料研究に係る産業界との連携構築 

機構で創出した研究成果を産業界に橋渡しし、社会実装を促進させるため、

機構は産業界との連携構築及び深化に取り組む。機構の研究シーズと企業の

ニーズが融合した組織対組織の連携スキームとして、共通の研究課題の下で

複数企業との共同研究を行う「業界別水平連携」によるMOP（マテリアルズ・

オープンプラットフォーム）の形成や、世界をリードするグローバル企業との

3.4 物質・材料研究に係る産業界との連携構築 

機構で創出した研究成果を産業界に橋渡しし、実用化に繋げるため、機構

は産業界との連携構築に向けた取組を積極的に行うものとする。 

1.1 の基礎研究及び基盤的研究開発により蓄積される研究ポテンシャルを

基に、産業界のニーズやトレンド等の変化に柔軟かつ迅速に対応できるよう、

民間企業との共同研究を一層推進するとともに、機構のトップマネジメント
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二者間の連携を深化させる企業連携センター等を通じて、柔軟かつ迅速に対

応し得る多様な企業連携の仕組みを整備する。 

 

を発揮しつつ、研究の特性等に応じて、オープン・クローズド双方の多様な既

存の連携スキームを発展・拡充させていくものとする。特に、研究開発活動の

大規模化、経済社会のグローバル化の進展に伴う、オープンイノベーション

活動の必要性の高まりなどを踏まえ、複数の企業や大学、研究機関とともに

広範囲な技術移転に繋げる仕組みなどを更に発展させるものとする。さらに、

産業界との意見交換ができる場を設けるなどにより、円滑な連携の推進に役

立てるものとする。 

 

3.2 研究成果の社会還元 

特定国立研究開発法人の一つである機構は、我が国全体のイノベーション

システムを強力に牽引する中核機関として、研究成果の社会への還元の役割

を果たすべく、組織的かつ積極的に事業会社への技術移転に取り組む。また、

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平成二十年法律第

六十三号）に基づき、機構の研究開発の成果に係る成果活用事業者等に対する

出資並びに人的及び技術的援助等の積極的な取組を通じ、外部専門機関等と

の連携を取りながらスタートアップ段階の企業の支援を一層促進する。更に、

研究成果の社会への還元を効果的かつ効率的に推進するため、機構として優

れた知的財産を創出するとともに、国内外における権利化を図り、様々な連携

スキームを活用して組織的かつ積極的に質の高い実施許諾をはじめとした技

術移転に取り組む。その際、企業との連携において双方がメリットを追求でき

るような柔軟な知的財産の取扱いや、グローバル市場を想定した外国特許へ

の出願等の観点にも留意し、知的財産の戦略的な創出・管理・活用に努める。 

加えて、社会的ニーズへの対応として、イノベーションの創出に直結しにく

い基盤的な活動についても、機構職員の高い専門性を駆使して、安全性・信頼

性等の観点から社会還元するための取組を適切に行う。 

 

2.2 知的財産の活用促進 

機構は、得られた研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーション

の創出を図るため、１．１の基礎研究及び基盤的研究開発により優れた知的

財産を創出するとともに、権利化を図り、様々な連携スキームを活用して組

織的かつ積極的に質の高い実施許諾を始めとした技術移転に取り組む。さら

に、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平成20年法律

第63号）に基づき、機構の研究開発の成果に係る成果活用事業者等に対する

出資並びに人的及び技術的援助を行うものとする。また、これらの取組を通

じ、自己収入の増加に努めるものとする。 

また、企業連携を実施するに当たり、機構と相手企業が相互にメリットを

追求できるような知的財産の取扱いを常に念頭に置きつつ、柔軟に対応する

ものとする。さらに、実用化された製品についてはグローバル市場における

販売が想定されるため、外国特許の出願を重視し、特許性や市場性等を考慮

しつつ、費用対効果の観点から厳選して出願・権利化を行うものとする。 

 

3.6 その他の中核的機関としての活動 

機構は、社会的ニーズ等への対応として、公的機関からの依頼等に応じて、

機構のポテンシャルを活用し、事故等調査への協力を適切に行うものとする。
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また、民間企業等とも連携しつつ、機構の研究活動から得られた材料技術の

標準化を目指すとともに、物質・材料分野の国際標準化活動に寄与するもの

とする。 

 

４．研究成果等の発信力強化とプレゼンスの向上及び広報・アウトリーチ活動の

推進 

機構は、論文発表をはじめとした学術的な発信、国民各層や研究者等への広報

活動の推進等により、成果の社会における認知度を高めつつ、新たな価値創造に

結びつけていく。また、機構の活動に関する対外発信力の強化を図り、国際的な

プレゼンスの向上等に結びつけていく。 

 

２．研究成果の情報発信及び活用促進  

機構は、得られた研究成果を新たな価値創造に結びつけることを目指し、成果

の社会における認知度を高め、社会還元に繋げていく。また、産学官連携による

研究情報の蓄積・発信体制の強化を図り、我が国における研究情報の好循環と戦

略的な社会実装を促す。これらの目標を達成するための措置については中長期

計画において定める。 

 

4.1 学術面における研究成果等の情報発信及びプレゼンスの向上 

機構の研究成果の普及を図るための取組を進め、科学的知見の国際的な情

報発信レベルの維持・向上を図るとともに、学会・学術誌等での公表による学

術的なインパクト等を分析し、その結果も加味して戦略的に情報発信を行っ

ていく。また、情報発信基盤としての国際学術誌の発行等に継続的に取り組

む。これらの取組を総合的に実施することで、機構の国内外のマテリアル研究

分野におけるプレゼンスの向上を図る。 

 

2.1.2 研究成果等の情報発信 

機構の研究成果の普及を図るための取組を進めるとともに、科学的知見

の国際的な情報発信レベルを維持・充実するものとする。また、研究成果

等に対する理解増進や利活用の促進に取り組むものとする。 

 

3.5 物質・材料研究に係る分析・戦略企画及び情報発信 

機構が、物質・材料研究に対する社会からの要請に応えていくためには、

関連する国家戦略、国際情勢等を定常的に把握・分析していく必要がある。

このような活動は、長期的な視点で物質・材料研究に取り組んでいる機構で

こそなし得る活動である。機構は、物質・材料研究の現場を有している強み

を生かし、様々な視点での分析に取り組むとともに、その結果を、外部との

連携を含む機構の研究戦略の企画やプロジェクトの実施計画に活用する。 

また、物質・材料研究の中核的機関としての情報発信への取組として、上

述の分析結果について積極的に社会に発信するとともに、他機関との連携等

を通した国際学術誌の発行を継続し、編集体制の強化や情報発信基盤として
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の活用を行うものとする。 

 

4.2 広報・アウトリーチ活動の推進 

国民の理解、支持及び信頼を獲得するため、機構の活動を国民目線で分かり

やすく紹介する取組を、引き続き戦略的に推進する。これにより、機構の活動

や研究成果等が国民各層から幅広く理解されるよう努める。また、マテリアル

研究開発全般に関する国民各層の関心やリテラシーの向上に向けた取組も積

極的に実施する。 

更に、機構は、得られた研究開発成果及びそれを生み出すための充実した研

究環境について、国内外の研究機関・大学及び関係する産業界へ発信し、国際

的に活躍できる研究機関としての機構の知名度を向上させる。これにより、国

内外の優秀な研究者及び研究をサポートする専門技術人材の獲得を目指し、

それが更なる研究開発成果の創出につながっていくという好循環が生み出さ

れるよう、新たな視点での広報体制の充実や研究情報の対外発信力の強化を

図る。 

 

2.1.1 広報・アウトリーチ活動の推進 

機構が物質・材料研究を推進するに当たり、国民の理解、支持及び信頼を獲

得していくことがますます重要となっている。そのため、国民目線で分かり

やすく紹介する取組を、引き続き積極的に推進するとともに、その効果を把

握し、機構の活動や研究成果等が国民各層から幅広く理解されるよう努める

ものとする。また、機構の組織的な活動に加え、研究者一人一人が物質・材料

科学技術のインタープリターとして双方向コミュニケーション活動を行える

ような対話環境を構築するものとする。さらに、国民各層の科学技術リテラ

シーの向上への貢献を目指し、物質・材料科学技術に関する知識の普及等に

取り組むものとする。 

Ⅳ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

機構は、自らの社会的責任と社会が機構に期待する役割を十分認識し、理事長の

リーダーシップの下、以下に記載の通り、適正かつ効果的なマネジメント体制を確

立した上で、研究開発成果の最大化に向けた業務運営の改善と、必要な効率化に取

り組む。 

独立行政法人や国立研究開発法人、特定国立研究開発法人を対象とした横断的な

見直し等については、随時適切に対応する。 

なお、業務運営にあっては、業務の改善や組織の合理化・効率化が、研究開発能

力を損なうものとならないよう、十分に配慮する。 

 

Ⅳ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

機構は、自らの社会的責任と社会が機構に期待する役割を十分認識し、理事長の

リーダーシップの下、以下の組織編成及び業務運営の基本方針に基づいて、業務運

営に係るPDCA サイクルを循環させることを念頭に置いた上で業務に取り組むもの

とする。また、特定国立研究開発法人として、国際的に卓越した人材の適切な処遇、

研究環境の整備・研究支援者等の確保と育成等について、独自の創意工夫を加えつ

つ取り組むものとする。更に、独立行政法人や特定国立研究開発法人を対象とした

横断的な見直し等については、随時適切に対応するものとする。 

なお、業務運営に当たっては、業務や組織の合理化・効率化が、研究開発能力を

損なうものとならないよう、十分に配慮するものとする。 



次期中長期目標（案） 現行中長期目標 ※令和４年７月29日改正版 

１．適正かつ効果的なマネジメント体制の確立  

1.1 柔軟な業務運営を実現するための組織体制の整備等 

国立研究開発法人の第一目的である研究開発成果の最大化ともう一つの運

営理念である業務運営の効率化の両輪を実現するための組織体制の整備を行

う。 

理事長のリーダーシップが存分に発揮され、かつ、最適な経営判断が得られ

るよう多角的な視点から業務運営を支える体制を構築するとともに、適切な

責任・権限の分担の下での適正、効果的かつ効率的なマネジメント体制の強化

に繋がるような組織編成を行う。 

研究運営においては、機構全体としての総合力を発揮し、更なる組織パフォ

ーマンスの向上を促すような研究体制を構築することとし、その際、国の政策

方針に即した先導的な研究開発をはじめ、有望なシーズの発掘、企業等のニー

ズへの対応、適切な研究環境の構築などへの機動的かつ組織横断的な対応に

も配慮した柔軟な研究体制を整備する。また、政府戦略や国際情勢、社会的ニ

ーズ、研究の動向等を掘り下げて調査し、国内外におけるマテリアル研究開発

を取り巻く動向を把握するとともに、機構の強みや弱み、国際的な位置づけ等

の分析を行い、機構の研究戦略の企画・立案等に活用する。加えて、研究分野

間の協働、情報交換が日常的に行われるよう留意するとともに、研究者の研究

時間を最大限確保するための業務運営に努める。 

また、研究職、エンジニア職及び事務職の全体において、機構の業務が最適

に遂行されるよう、合理的な人員配置を行うこととし、能力に応じた適切な人

員配置や業務量の変動等に応じて柔軟に人員配置を見直す。 

 

１．組織編成の基本方針 

機構は、国立研究開発法人の第一目的である研究開発成果の最大化ともう一

つの運営理念である業務運営の効率化を両立させるため、内部統制や経営戦略

機能の強化など、法人の長のリーダーシップと判断を多様な知見・経験から支え

るとともに、適切な責任・権限の分担の下での適正、効果的かつ効率的なマネジ

メント体制の強化に繋がるような組織編成を行うものとする。 

研究運営においては、機構内の部署間の連携を強化することにより、機構全体

としての総合力を発揮し、更なる組織パフォーマンスの向上を促すような研究

体制を構築するものとする。その際、研究内容の重点化、研究の進展、有望なシ

ーズ発掘、民間企業等のニーズ、適切な研究環境の構築などに機動的に対応する

ために、部署間の人員再配置、時限的研究組織の設置などにより弾力的に行うも

のとする。 

 また、研究職、エンジニア職及び事務職の職員全体について、能力や業務量の

変動等に応じて柔軟に人員配置を見直すものとする。 

 

1.2 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成 22 年３月独立行

政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書）等を踏まえ、理事長の

２．業務運営の基本方針 

(1) 内部統制の充実・強化 

内部統制については、「独立行政法人における内部統制と評価について」（平
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リーダーシップの下、機構のミッションを有効かつ効率的に果たすための内

部統制推進体制を構築する。 

統制の実施にあたっては、機構のミッションを遂行する上で阻害要因とな

るリスクの評価及び対応を通じて、機構業務の適正化及びPDCAサイクルの定

着を図るとともに、監事とより緊密に連携しつつ、組織的かつ効率的な内部監

査による統制活動のモニタリング等を実施することにより、更に効果的・効率

的な内部統制環境を実現する。 

 研修や教育の実施等により、職員のコンプライアンス意識醸成のための取

組を継続する。特に、研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用の防

止については、国のガイドライン等の遵守を徹底し、内部監査等とも連携して

チェック体制をより一層強化する。また、安全保障貿易管理については、社会

情勢を注視しつつ、法令や国の方針等を踏まえて機構の対応方針を適宜定め

るとともに、リスク低減に向けた適切な措置を行う。 

 

成22年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書）等

を踏まえ、理事長のリーダーシップの下、コンプライアンス体制の実効性を

高めるとともに、中長期的な視点での監査計画に基づき、監事との緊密な連

携を図り、組織的かつ効率的な内部監査の着実な実施、監査結果の効果的な

活用などにより、内部統制を充実・強化するものとする。 

特に、機構のミッションを遂行する上で阻害要因となるリスクの評価・対

応等を着実に行うものとする。中でも、研究活動等におみえける不正行為及

び研究費の不正使用の防止については、国のガイドライン等の遵守を徹底し、

一層のチェック体制の強化を推進するとともに、実施状況を適切に発信する

ものとする。また、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（情

報セキュリティ政策会議）を含む政府機関における情報セキュリティ対策を

踏まえ、適切な対策を講じるための体制を維持するとともに、これに基づき

情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御

力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。また、対策の実施状況を

毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図り、

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和3年12月24日デジタ

ル大臣決定）を踏まえ、情報技術基盤を維持、強化するものとする。 

 

1.3 情報セキュリティ及び情報化の一体的な推進 

「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」（令和３年

７月７日内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）サイバーセキュリティ戦

略本部決定）を含む政府機関における情報セキュリティ対策を踏まえ、適切な

体制の下、情報セキュリティ対策を講じるとともに、教育及び自己点検機能の

強化等により、機構の情報セキュリティに関する組織的対応能力の維持・向上

に継続的に取り組む。 

また、情報セキュリティと情報化を一体的に推進するための組織体制を整
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備し、機構の情報化推進による業務の簡素化、効率化、迅速化、利便性の向上

等を図るため、幅広い ICT 需要を踏まえながら機構内情報システムの充実に

取り組む。 

これらに当たっては、機構は、「情報システムの整備及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日デジタル大臣決定）を踏まえ、情報技術基盤を維持、

強化するものとする。 

加えて、科学技術・イノベーション基本計画等を踏まえ、機構として策定し

た研究データポリシーに基づき、信頼性のある研究データの適切な管理・利活

用促進のための環境を整備する。 

 

1.4 機構の業務運営等に係る第三者評価・助言の活用 

機構の業務運営等について多様な視点を取り入れるため、機構が実施する

研究開発等について、世界各国の有識者による評価・助言を受け、結果を理事

長のマネジメントを含む業務運営等に活用する。 

また、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決

定）等に基づき、機構のプロジェクト研究について、外部有識者で構成される

評価委員会による事前・中間・事後評価を行い、評価結果をプロジェクト研究

の設計・実施等に適切に反映する。加えて、新しい研究領域を開拓する分野横

断的な研究課題への挑戦に対しても適切に評価を実施する。 

 

(2) 機構の業務運営等に係る第三者評価・助言の活用 

機構は、業務運営等の全般事項について多様な視点を経営に取り入れ、業

務を遂行していくため、世界各国の有識者で構成されるアドバイザリーボー

ドを開催し、その結果を業務運営等に活用するものとする。その際、研究開

発業績の評価と理事長のマネジメントを含む業務運営への助言の結びつきを

強めるための対策を講じるものとする。また、機構のプロジェクト研究につ

いて、適切な方法により事前・中間・事後評価を行い、評価結果をプロジェク

ト研究の設計・実施等に反映させるものとする。 

1.5 効果的な職員の業務実績評価の実施 

機構は、研究職、エンジニア職、事務職のそれぞれの職務の特性に十分配慮

した効果的な職員の業務実績評価を実施する。 

 

(3) 効果的な職員の業務実績評価の実施 

機構は、幅広い業務を支える、研究職、エンジニア職及び事務職のそれぞれ

の職務の特性と多様性に十分配慮した、効果的な職員の業務実績評価を実施

するものとする。 

 

２．業務全体での改善及び効率化 (4) 業務全体での改善及び効率化 
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2.1 経費の合理化・効率化 

機構は、組織の見直し、調達の合理化、効率的な運営体制の確保等に引き続

き取り組むことにより、経費の合理化・効率化を図る。 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分及び特

殊要因経費（本中長期目標期間中に整備される施設の維持・管理に最低限必要

な経費等）は除外した上で、一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人

件費を除く。）の合計について、毎年度平均で前年度比●％以上の効率化を図

る。新規に追加されるものや拡充される分は、翌年度から同様の効率化を図

る。ただし、人件費の適正化については、次項に基づいて取り組む。 

 

① 経費の合理化・効率化  

機構は、管理部門の組織の見直し、調達の合理化、効率的な運営体制の

確保等に引き続き取り組むことにより、経費の合理化・効率化を図るもの

とする。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分及

び特殊要因経費（本中長期目標期間中に整備される施設の維持・管理に最

低限必要な経費等）は除外した上で、一般管理費（人件費を除く。）及び業

務経費（人件費を除く。）の合計について、毎年度平均で前年度比1.23%以

上の効率化を図るものとする。新規に追加されるもの及び拡充分は、翌年

度から効率化を図ることとする。人件費の効率化については、次項に基づ

いて取り組むものとする。 

 

2.2 人件費の適正化 

特定国立研究開発法人として世界最高水準の研究開発成果を創出するた

め、優れた研究人材及び研究支援人材を養成・確保するべく、適切な人件費の

確保に努める。 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について厳しく検証した上で、機構の業務の特殊性を踏まえ

た適正な水準を維持するとともに、その検証結果や取組状況を公表する。ま

た、適切な人材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できるもの

とし、その際には、国民に対して理解が得られるよう説明に努める。 

 

②人件費の合理化・効率化 

適切な人件費の確保に努めることにより優れた研究人材及び研究支援人

材を養成・確保するべく、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものと

する。給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸

給表及び総人件費を公表するとともに、国民に対して納得が得られるよう

説明することとする。また、給与水準の検証を行い、これを維持する合理

的な理由がない場合には必要な措置を講じることにより、給与水準の適正

化に取り組み、その検証結果や取組状況を公表するものとする。 

2.3 契約の適正化 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成27年５月25日総務大臣決定）を踏まえ、契約の公正性・透明性の

確保等を図るとともに、研究開発成果の最大化に留意した上で、調達等の合理

③契約の適正化 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につ

いて」（平成27年５月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施する

こととし、契約の公正性、透明性の確保等を推進し、業務運営の効率化を
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化に関する取組を行う。 

 

図るものとする。 

また、県内複数機関による共同調達連絡協議会を通じた共同調達の拡充

について、参画機関と検討を行うものとする。 

 

2.4 その他の業務運営面での対応 

機構の諸活動の社会への説明責任を果たすため、保有する情報の提供のた

めの措置を充実するとともに、開示請求等への適切かつ迅速な対応を行う。 

また、国の方針等を踏まえつつ、環境への配慮促進、男女共同参画や次世代育

成支援等に適切に対応する。 

 

(5) その他の業務運営面での対応 

機構は、社会への説明責任を果たすため、情報提供等を適切に行うととも

に、環境への配慮促進、男女共同参画等に適切に対応するものとする。 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

機構は、予算の効率的な執行による経費の節減に努めるとともに、引き続き、施

設利用料や特許実施料等の自己収入の増加等に努め、より健全な財務内容の実現を

図る。また、独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会計処理と

して、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を適切に管理する。 

運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に執行する。必要性

がなくなったと認められる保有資産については適切に処分するとともに、重要な財

産を譲渡する場合は計画的に進める。 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

機構は、予算の効率的な執行による経費の節減に努めるとともに、受益者負担の

適正化にも配慮しつつ、積極的に、施設使用料、特許実施料等の自己収入の増加等

に努め、より健全な財務内容の実現を図るものとする。また、独立行政法人会計基

準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会計処理として、収益化単位の業務ごとに予

算と実績を管理する体制を構築するものとする。 

運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に執行するものと

する。必要性がなくなったと認められる保有資産については適切に処分するととも

に、重要な財産を譲渡する場合は計画的に進めるものとする。 

 

④保有資産の見直し 

保有資産については、実態把握の継続的な実施により、その保有の必要

性について厳しく検証するものとする。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 
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１．施設及び設備に関する事項 

機構における研究開発業務の水準の向上と世界最高水準の研究開発拠点とし

ての発展を図るため、常に良好な研究環境を整備、維持していくことが必要であ

る。そのため、既存の研究施設・設備及び中長期目標期間中に整備される施設・

設備の有効活用を進めるとともに、老朽化対策を含め、施設及び設備の整備・改

修・更新を重点的かつ計画的に実施する。 

 

１．施設・設備に関する事項 

機構における研究活動の水準の向上を図るため、常に良好な研究環境を維持、

整備していくことが必要である。機構は、既存の研究施設及び中長期目標期間中

に整備される施設の有効活用を進めるとともに、老朽化対策を含め、施設・設備

の改修・更新・整備を重点的・計画的に実施するものとする。 

２．人事に関する事項 

職員の能力を最大限に引き出し、効果的かつ効率的な職場環境を実現するた

め、計画的かつ戦略的に必要な人材の確保・育成を進める。 

国内外から優秀な研究人材を獲得するため、透明性・公平性の高い採用活動は

もとより、研究力や研究環境の特長を広くアピールするなど効果的な情報発信

を行う。外国人研究者の採用と受入れを円滑かつ効率的に進めるために事務部

門をはじめ外国人研究者の支援体制を維持する。また、若手・女性研究者の活躍

及び国際的に卓越した研究者の積極的採用・確保・育成等を進めるとともに、研

究成果の最大化を図るために必要な研究支援者や技術者を確保し、これらの人

材の処遇改善に努める。更に、新たなイノベーション創出を目指し、クロスアポ

イントメント制度の活用等により、外部研究者の受入れを進める。職員一人一人

が機構の使命を十分に認識し、やりがいを持って業務に従事できることを目指

し、人材マネジメントを継続的に改善する。 

また、機構の研究者や技術者の技術・ノウハウが蓄積され、適切に活用・伝承

されるよう、組織として適切な方策を講じる。 

なお、機構の人材の確保・育成については、「科学技術・イノベーション創出

の活性化に関する法律」（平成二十年法律第六十三号）第二十四条に基づき策定

された「人材活用等に関する方針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事に関する事項 

機構は、職員の採用プロセスの更なる透明化を図るとともに、外国人研究者の

採用と受入れを円滑かつ効率的に進めるために外国人研究者の支援体制を維持

するものとする。また、若手・女性研究者の活用及び国際的に卓越した研究者の

積極的採用・確保・育成等を進めるとともに、研究活動の効率化を図るため、必

要な研究支援者や技術者を確保するものとする。さらに、新たなイノベーション

創出を目指し、クロスアポイントメント制度の活用等により、外部研究者の受入

れを進めるものとする。職員一人一人が機構の使命を十分に認識し、やりがいを

持って業務に従事できることを目指し、人材マネジメントを継続的に改善する

ものとする。 

また、機構の研究者や技術者の技術やノウハウが、組織として適切に伝承され

るよう留意するものとする。 

なお、機構の人材の確保・育成については、「科学技術・イノベーション創出

の活性化に関する法律」（平成20 年法律第63 号）第24 条に基づき策定された

「人材活用等に関する方針」に基づいて取組を進める。 

 

 


